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　北山文化環境ゾーン整備推進委員会で提案された『街区構想』に基づき、京都府文化環境部が平成22年５月にその検
討状況について公表した。その内容は以下となる。

「北山文化環境ゾーン整備委員会」における検討状況について
平成22年５月
文化環境部　

Ⅰ　経　過
　『北山文化環境ゾーン整備推進委員会』（21.4.24設置）で提案された『街区構想』（21.10. 5報告）に基づき、府立総合
資料館と府立大学とが連携する新施設（以下、「新資料館」という。）並びに府立大学、府立医科大学及び京都工芸繊維大学
の教養教育を共同化する施設（以下「３大学教養棟」という。）の機能と位置及びこれに必要な関係エリアにおける機能配
置等を検討
Ⅱ　施設の機能等
＜新資料館＞
○　北山地域が、文化・環境・学術の交流・発信拠点となるように、京都の歴史・文化に関する資料を収集・保存・調査・
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研究し国内外に情報を発信する施設を整備
　【機能等】
▷「国際京都センター」を設置による、全国的・国際交流と情報発信
　・京都に係る「知」の更なる深化（共同研究の推進）
　・京都しらべ環境の充実・強化
　・「知」の府民への還元など
▷総合資料館の充実（京都に関する資料の収集・保存と提供や、研究・学習・教育支援、公文書館機能）
▷府立大学文学部との機能連携（研究室等）
▷府立大学付属図書館との機能連携（資料館と大学図書館の閲覧提供のワンフロアー化）
▷相互の連携強化による京都文化等の更なる発展に向けた機能の発揮
　（府民サービスの向上）
　　・府民利用期間・時間の拡大、閲覧の一体化
　　・研究、学習、教育支援の強化　など
＜３大学教養棟＞
○京都府立医科大学、京都府立大学、京都工芸繊維大学の学生の教養カリキュラムの共同化により、学生の多様な関心・教
育要求にこたえるとともに、相互の学生交流を通じた全人教育を展開するため、3大学の教養教育を共同化し、必要な施設
を整備
　【機能等】
▷教養教育共同化施設の機能
・教養教育の実施、3大学教養教育共同カリキュラムの開講
　・３大学連携研究・ゼミ等の実施、学生等の交流　など
＜共通事項＞
○講義利用のない時間帯での空き室の相互利用・効率化
○学会の誘致・開催による北山地域における京都学等の学術発信拠点としての地位向上
Ⅲ　施設の位置
○ 位置の考え方
『北山地域エリアイメージの、「感じる（文化）」と「学ぶ（学術）」がオーバーラップしているあたり、また、京都学振興
を大きな目標としている府立大学エリアにもかかる位置』とする。（「街区構想」による）
Ⅳ　関係エリア間全般の配慮事項
１　文化と環境に包まれた
　▷京都らしい文化的な要素を織込み、小規模な文化活動を積極的に支援
　▷環境やひとにやさしい空間、バリアフリー、ユニバーサルデザイン
２　やすらぎのなかで
　▷圧迫感を与えるような建物を避け、道路からの視覚的な抜け、建物間の見通しを重視
　▷町の喧噪や日常を忘れる街並み
３　交流のなかで　
　▷３大学の交流・連携の促進
　▷自然の通風や採光を最大限に取り入れ、人が憩うオープンなスペース
４　解放感あふれる
　▷加茂川と植物園の接点を増やした広域ネットワーク
　▷植物園の緑を周囲に拡張し、人の移動を促進
５　歩いてまわりたくなる
　▷安心して歩ける道、回遊したくなる道、エリアに人を呼び込む動線としての街路整備
　▷再び足を運びたくなる名所としての並木道（プロムナード）

　また、北山文化環境ゾーン未来図．北区文化環境ゾーン整備イメージは以下のようになっている。
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【図表3.1】北山ゾーンのイメージ図
　

　北山文化環境ゾーン整備事業は京都府の事業であり、今回の報告書では事業全体について意見を述べる立場にない
が、大学と関連する部分としては新総合資料館の整備と教養教育共同化施設整備の２点となる。新総合資料館について
は文化環境総務課が平成22年度６月補正予算で同整備の基本・実施設計の実施のために487百万円を支出し、平成23年
度当初予算として施設建設に向けた埋蔵文化財調査等の費用として137百万円計上している。また教養教育共同化施設
については府大学振興課が同様に平成22年６月補正予算で140百万円と平成23年当初予算で236百万円計上している。

3.2　教養教育共同化施設整備
3.2.1　概要
　教養教育共同化施設（以下「教養棟」という。）は府立医科大学、府立大学及び国立大学である京都工芸繊維大学（以
下「工芸繊維大学」という。下記【参考】参照）の学生の教養カリキュラムの共同化により学生の多様な関心、教育要
求に応えるとともに、相互の学生交流を通じた全人教育を展開するため、３大学の教養教育を共同化し、必要な施設を
整備しようとするものである。教養棟の設備により、講義利用のない時間帯での空き室の相互利用・効率化や学芸の誘
致開催による北山地域における京都学等の学術発信拠点としての地位向上が見込まれるとしている。
　京都府、京都府公立大学法人、府立医科大学、府立大学、工芸繊維大学は平成23年１月に「京都工芸繊維大学、京都
府立医科大学及び京都府立大学との間における教養教育の共同化及び施設利用の推進に関する覚書」を締結し、北山文
化環境ゾーンに新たに建設される教養教育共同化施設において、３大学は共同して教養教育を行うこと等を定めている。

【参考】京都工芸繊維大学概要
大学設置　　　1949年
創立　　　　　1899年
学校種別　　　国立
設置者　　　　国立大学法人京都工芸繊維大学
本部所在地　　京都市左京区松ヶ崎橋上町
キャンパス　　松ヶ崎（京都市左京区）
　　　　　　　嵯峨（京都市右京区）
学部　　　　　工芸科学部
研究科　　　　工芸科学研究科
特色　　　　　 工芸科学部１学部で構成される工科大学で、バイオ、材料、情報、環境などの先端科学技術分野から造
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形・デザインまでの幅広い分野において、ものづくりを基盤とした「実学」を目指した個性ある教育研
究を行っている。

3.2.2　教養教育共同化の個別検討
　⑴　経過及び取組状況
・平成17年９月　 府立医科大学、府立大学、工芸繊維大学の３大学で教養教育共同化の考え方（中間まとめ）を取りま

とめ
・平成18年10月　３大学の連携に関する包括協定締結
・平成19年度～　教養教育の単位互換の実施（平成23年度42科目）
・平成21年度～　府立医科大学医学科で単位互換科目を卒業単位認定
　　　　　　　　夏期休暇中に３大学で合同授業を実施
・平成22年度～　３大学の授業時間の統一
　　　　　　　　府立医科大学医学科に５時限目創設
　　＊　卒業単位認定、授業時間の統一等ソフト面での条件が整備された
・平成23年度　　教養教育部会企画委員会で制度設計を検討
　　　　　　　　教養教育共同化施設の設計協議　等

　教養教育共同化については、平成17年にまとめられた３大学連携推進協議会教養教育共同化の考え方（中間まとめ）
を基本方向として、歴史や特色、専門分野の異なる３大学がそれぞれのカリキュラム、時間設定で教育研究を行ってい
る中で、大学間の調整に取り組んできており、ようやく具体的な取り組みに入る段階である。
　上記（中間まとめ）においては共同化の原則として次のように示されている。
　　①　各大学が責任ある体制のもとで教養教育を構築し、そのうえで３大学にとってメリットのあるものについて共

同化をはかる。
　　②　共同化は、共通の場所で共通の時間帯を設定し、共通のカリキュラムを３大学共同で開講し、３大学の学生が

集まって受講するものとする。
　　③　共同化の対象は、原則としてリベラルアーツ・講義科目とする。
　　④　共同化は、３大学の教養教育の特色と規模に応じて科目を比較検討し、カリキュラムを編成するものとする。
　教養教育共同化施設はこれらの原則を踏まえ、地理的に離れた３大学が共通の場所で共通の時間帯、共通のカリキュ
ラムで３大学の学生が集まって受講するための施設と位置付けられ整備が進められている。
　⑵　共同化の効果について
　　　京都府公立大学法人では、教養教育は学生に対する全人的な教育、多面的な発想の育成などの面から重要視され
るようになっているが、３大学による教養教育の共同化により、専門分野の異なる教員集団が協力し合うことによ
り、１つの大学では対応困難な、

　　・学生の多様な関心・学習要求に応える豊富なメニューの教養教育科目群の提供
　　・異分野間の学生・教員の交流の促進
　　が可能となり豊かな人間性の涵養や学術・教育の推進を図ることができる。
　　　また、重複科目の統廃合を行うことにより、一定のコスト削減効果も期待できる。
　　としている。
　　　教養教育科目については上記の通り、平成19年度から、３大学が連携して単位互換を実施しており、平成19年度
からの単位互換の状況は以下となる。

【図表3.2.1-1】各大学提供科目数及び受験者数：３大学合計
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【図表3.2.1-2】各大学連携開講科目：生命科学講話夏期集中
　　

　　　上記の実績より判断すると現状の教養教育科目の単位互換はあまり機能していないように思われる。特に、府立
医科大学については、医学という特殊性より他の大学の教養科目を受講する学生はほとんどいない。

　⑶　共同化カリキュラム編成検討状況について
　　　カリキュラムの具体的な検討を進めるため、平成23年２月に教養教育部会企画委員会を設置し、次の条件による

共同化科目を検討中である。

・学生の選択し易さと府立医科大学、工芸繊維大学の移動時間の削減を考慮し、特定の曜日に共同化科目を集中的に実施
→月曜日の午後、全ての共同講義室（9講義室）で開講と想定（各大学では同時間帯に教養科目は実施しない。）
　　　【想定科目数】10講義室×３時限×前・後期＝60科目＊
　　　　　　　　　　　　　（＊前・後期に異なる科目を開講した場合。）
・それぞれの大学で特色のある科目を中心に共同化科目を設定。当面半期の30科目を各大学生数按分により設定（府立大
学10科目、工芸繊維大学15科目、府立医科大学5科目）
・現在実施している単位互換科目の共同化科目への移行や京都に関する歴史、社会、文化等の「京都学」講座を新たに開
講し、魅力ある共同化科目とする。

　　　新築を計画している教養棟は鉄筋コンクリート地上３階の構造で約9,100㎡の規模であり、９室の共同講義室を
予定している。カリキュラムとしては教養棟の９室と府立医大の１室を用い10講義を開講しようと検討されてい
る。上記の通り前・後期合計60科目の教養教育を行おうとするものである。

　　　３大学で共同開講する共同化科目は学生の選択し易さと府立医科大学、工芸繊維大学の移動時間の削減を考慮
し、月曜日の午後に集中的に実施しようとしている。現時点では月曜日の午後以外の時間は９室の共同講義室を、
３大学の単位互換科目や府立大学の教養教育科目の講義に使用する予定とのことであるが、個別具体のカリキュラ
ム等の計画は明確になっていない。

　　　新教養棟の利用計画について、「中間まとめ」に示された共同化の考え方に従い、学生が横断的に幅広く科目選
択ができるよう科目を開講し、学生の多様な関心と教育要求に応え、総合的に物事を観察し、的確に判断できる能
力と豊かな人間性を育むという３大学教養教育共同化の視点を目指して、平成26年４月の開設に向けて早急に具体
化していくことが必要である。

　　　また、併せて、府立大学において教養教育に使用していた既存の校舎の活用方針や府立医科大学の教養課程を
行っている花園キャンパスの今後の方向性（廃止を含む）等も具体的に検討されていくべきものと考える。

　⑷　施設管理・運営面での課題
　　　教養教育の共同化カリキュラム編成や共同化施設のソフト・ハード面の運営などを中心に、下記の事項を京都
府、大学法人、３大学で検討中である。

・３大学共同カリキュラム編成・登録の事務体制
・施設管理等（グラウンドの共同利用化、セキュリティ管理、産業医の配置、工芸繊維大学の移動手段の確保など）
・施設のランニングコスト負担方法

　　　これらについても、現状においては施設のランニングコストの負担方法が具体的に検討できてない。教養棟につ
いては工芸繊維大学と３大学で連携するのであるから、教養棟建築前に工芸繊維大学にその建築費やランニングコ
ストをどの程度負担いただくのか取り決めがなされてから建設されるべきものと考えるが、具体的な費用負担が明
確になっていない。

　　　「共同化施設の建設費は、京都府が負担するという前提でこれまでから進められてきた経緯があり、施設のラン
ニングコストについては、国立大学法人（工芸繊維大学）、京都府、京都府公立大学法人が今後の負担割合などの
調整を行う予定」とのことであるが、考え方によっては工芸繊維大学に依頼する費用負担が多ければ、その調整に
時間を要する可能性もあると思われる。合理的な費用の按分基準を検討し、早急に費用負担額を明確にしておく必
要がある。

　⑸　課題
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　　　現状、府立大学下鴨キャンパスは全体的に建物の老朽化が進んでおり、耐震上も十分とは言えない。そのような
状況で、現状の建物のメンテナンスや耐震補強も必要であろうと考える。現在「基本構想委員会」を立ち上げ、今
後10年程度を見越した基本構想を検討しているところとのことであるが、やはり、新教養棟の活用も含め府立大学
としてどのように校舎を活用していくのかの方針を早急に策定し実行していく必要があると考える。また、府立医
科大学の教養課程を行っている花園キャンパスについても、建物も老朽化しており、今後の方向性を明確にする必
要がある。

　　　３大学が連携して、教養教育を共同化することについて何ら異議は無い。ただ、繰り返しになるが、府立大学、
府立医科大学ともに新教養棟のより具体的な利用計画や既存建物の有効利用の方針を早急に検討する必要があると
考える。

　　　また、工芸繊維大学も含めた各大学のコスト負担等につき、具体的な金額も含め明確にし早急に合意しておく等、
施設完成後の管理運営にも備える必要がある。

3.3　府立総合資料館と府立大学とが連携する新施設
3.3.1　概要
　府立総合資料館と府立大学が連携する新施設（以下「新資料館」という。）は北山地区が文化・環境・学術の交流・
発信拠点となるように京都の歴史・文化に関する資料を収集・保有、調査、研究し、国内外に情報を発信する施設とし
て整備しようとするものである。
　新資料館は、京都府が京都に関する資料を収集・保存・提供する拠点として設置を検討しているものである。その一
環として、府立大学文学部と府立大学図書館の機能連携を図ろうとするものであり、京都府公立大学法人が主体となっ
て実施していく事業ではない。新資料館の整備については監査対象外と考えられるため詳細検討は省略している。

3.3.2　課題
　府立大学としては、新設される新資料館に府立大学文学部及び大学図書館を移設する計画になっているが、京都府と
の間でその場合のランニングコストその他の費用負担についての取り決めがなされていない。
　府立大学としては、当然に文学部及び図書館の移設費用を要するであろうし、また、府立総合資料館と大学図書館の
閲覧提供のワンフロア－化を図ろうとすれば、それに伴うコストも要する。事前に京都府との間で費用負担について明
確にしておく必要がある。

4 　授業料等について
4.1　授業料、聴講料、入学考査料及び入学料（以下「授業料等」という。）について
4.1.1　概要
　京都府公立大学法人が設置する大学における授業料等については以下となっている。

【図表4.1.1】授業料等①
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【図表4.1.1-2】授業料等②
　

　ただし、京都府の府立大学として、入学前１箇年以来引き続き府の区域内に住所を有する者の入学料は、府立医科
大学医学部医学科に入学する場合にあっては282,000円、府立医科大学医学部看護学科及び府立大学に入学する場合に
あっては169,200円となっている。

4.1.2　授業料の納入期限等
　授業料は次の表に掲げる２期又は３期の区分により、当該各期の授業開始の日の属する月の末日（新入生に係る前期
又は第１学期分は５月末日）までに、研究生の授業料については年額の２分の１の額を研究開始の日から、残りの額を
研究開始の日から６月経過した後の最初の月の初日から、特別聴講学生及び科目等履修生の授業料等については授業開
始の日から、それぞれ15日以内に納付しなければならないことになっている。

【図表4.1.2】授業料の納付区分
　

　なお、理事長は、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、大学の授業料について分割して納付させ、若
しくは徴収を猶予し、又は減免することができる。

4.1.3　授業料等の設定について
　従前、府立医科大学及び府立大学の授業料等は国立大学の授業料等と同額に設定されていた。法人化前においては、
国立大学の授業料等が改訂になれば、府立医科大学・府立大学の授業料等は１年遅れで改訂されてきた。法人化後もそ
れと同様に改定を検討されている。授業料等の金額は、公立大学法人が意思決定を行なうことができるが、京都府議会
で料金の上限認可の承認を受けなければならない。
　入学料については前記の通り、京都府の府立大学であるため、入学年度の前年度４月１日以前から引続き１箇年以上
京都府内に生活の本拠を置き、現に居住しており、住民票又は登録原票記載事項証明書で証明可能な者は、通常の約６
割に設定されている。公立大学協会加盟81校のうち、住居地により一般的な学部生と入学料の差を設けていない大学は
４校であり、他の大学は公立大学の地域貢献という観点から、県内者、県外者で差を設けている。

4.1.4　私立大学との比較
　公立大学の授業料等を私立大学並みに設定することが妥当とは考えていないが、仮に私立大学並みの学費にした場合
の収入額試算は以下となる。なお、府立大学と比較する私学平均は京都市内私立大学の平均を、府立医科大学と比較す
る私学平均は、全国の医科系大学及び総合大学医学部の学納金等の平均を取っている。
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【図表4.1.4】授業料等の私立大学との比較
　

4.1.5　授業料の徴収について
　授業料については、未払の場合は除籍処分となるため、平成22年度末現在で回収が滞留しているものはない。京都府
公立大学法人では授業料の自動引落が進められており適時の債権回収及び徴収コストの削減という意味で有効と考えら
れ、一段の推進が期待される。

4.1.6　検討
　⑴　府立医科大学、府立大学ともに、一般的な学部生の入学料を国立大学のそれと同額に設定しているが、換言すれ
ば、京都府内在住者については国立大学より低い入学料しか負担していないことになる。これら京都府内在住者に
ついて国立大学と同様の入学料を適用し、京都府外の者についてはそれ以上に設定すれば良いのではないだろうか。

　　　それ以上に設定するといえども、私立大学の入学料よりは相当低くなるであろうから、京都府の財政負担を軽減
し、京都府民にとっても国立大学並の授業料等で教育を受けられれば良いのではないかと考える。ちなみに国立大
学の入学料を区域内者の入学料に適用し、区域外者については、その金額を基準により高めにしている大学は81公
立大学のうちに35大学ある。入学料について検討の余地があると考える。

　⑵　授業料の徴収は前記の通り学期を基準に定められているため、府立大学及び府立医科大学の看護学科は前期・後
期の年２回で徴収されているが、府立医科大学の医学科は第１学期・第２学期・第３学期の年３回で徴収される。
学生が休学する場合には、全日休学となる学期については授業料が免除されるため、授業料の設定を踏まえた学期
制と授業料徴収はリンクさせることが適当とのことであるが、学生が休学する場合はレアケースと考えられ、授業
料等の徴収について各学期とリンクする積極的な理由は認められない。事務の効率化を図る観点より、京都府公立
大学法人の徴収手続の一元化を図り、府立医科大学医学科も他の学部と同様に年２回の徴収方法を採用することを
検討すべきと考える。

4.2　授業料の減免について
4.2.1　概要
　授業料等の減免等についての取扱要綱（以下「減免要綱」という。）が定められており、授業料その他の費用の減免
及び徴収猶予の対象者は、京都府公立大学法人が設置する大学に在籍する学部学生及び大学院学生その他の理事長が特
に必要と認める者で、成績が良好と認められる者が原則として次のいずれかに該当する場合となっている。
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・学資負担者が生活保護法による生活扶助を受けている者かこれに準ずる生活困窮者である場合
・学資負担者が授業料の納付期限の前1年以内において死亡、疾病、生業不振等又は風水害等の災害により授業料の負担が
著しく困難な状況にある場合

　減免する授業料の額は授業料の全部又は半額である。授業料の減免を受けようとする者は授業開始後15日以内までに
授業料減免申請書により理事長に申請することとなる。
　減免要綱に基づき学生に対する授業料の減免に関する事務処理基準が定められており、個々具体的な手続は当該事務
処理基準によっている。上記「これに準ずる生活困窮者」とは、学資負担者の属する世帯の１年間の総所得額から、日
本学生支援機構の定める大学第一種奨学生推薦、選考に係る特別控除額及び申請者の父母以外の者で所得を得ている者
の所得額を控除し、これを世帯人員で除した額が地方税法第295条第３項の規定により京都府公立大学法人所在地の市
町村の条例で定める金額又は生活保護法による生活扶助基準の一人当りの基準額以下である場合とされており、この場
合において申請者の２親等以内の親族の所得額又は学資負担者の属する世帯の資産状況を考慮するものとし、また、総
所得金額の算定に当たっては、日本学生支援機構の定める大学第一種奨学生推薦、選考に係る算定方法を準用している。

4.2.2　授業料免除の状況
　府立医科大学と府立大学の平成20年度から平成22年度の減免実績は以下となる。

【図表4.2.2-1】授業料減免の実績①
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【図表4.2.2-2】授業料減免の実績②
　

　府立医科大学に比べ、府立大学の免除率が高いことがわかる。他大学の免除率は把握していないとのことで、府立大
学の免除率の妥当性を詳細には検討できていないが、免除率が高すぎるということはないと思われる。

4.2.3　減免者の資産状況
　前記の通り、授業料等の減免に関する事務処理基準の生計基準において、生活保護法の適用を受けている者以外のこ
れに準ずる生活困窮者の判定において、学資負担者の属する世帯の資産状況を考慮するものとしている。授業料減免の
申請手続における提出書類において、土地及び家屋の固定資産評価証明書を要求しており、また、授業料減免申請書に
おいても資産状況として預貯金、有価証券、宅地、家屋、山林、農地の記載欄がある。しかし、減免審査調書において
は資産状況は考慮されていない。これは実務上実際の資産状況を正しく把握することが困難であることによる。
　事務処理基準において資産状況を考慮するとしている以上、世帯の資産状況を正確に把握し減免の適否にどのように
反映させるのかの客観的なルールを取り決める必要があると考える。実際問題として資産状況を正確に把握することが
困難であるのであれば、事務処理基準における定めを見直し、資産状況にかかわらず、その時点の所得基準で画一的に
処理する方が合理的とも思われる。生計基準の再検討が望まれる。

4.2.4　減免する必要がなくなった場合
　授業料の減免決定は年度単位で行なわれるが、決定後であっても、減免する必要がなくなったと認められるときは、
決定事項を取り消すことがある。従って、前期では減免を受けたが、世帯所得の増加等の要因により後期では減免が受
けられないようなケースがある。所得状況に変化があった場合は減免者自らが申請し減免取消を受けるということにな
る。
　授業料の減免につき、申請承認後所得の増加等があった場合、学生より申請がなければ、そのまま以後の学期分につ
いても減免され続ける可能性があると思われる。少なくとも翌年に減免申請しなかった学生や、減免申請はあったが不
可となった学生については、前年中に所得状況の変化があったと推測されるため、何らかの手続きは必要と考える。当
件について京都府公立大学法人では「減免審査については、公的な所得証明に基づき年間所得を認定して審査している。
質問の趣旨によれば、年単位より更に細分化した単位での所得の確認が必要になるが、確定申告等の他制度においても
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年間所得を対象にされていることから、公的な証明に基づく細分化した単位での所得の増加の認定は学生本人から申請
のある場合を除き、困難であると考える。なお、減免決定の１年後まで減免決定が実質的に確定していないこととなる
と、学生の経済的立場を不安定にするおそれがあると考える」とのことであった。
　世帯主が失業した場合などは公的証明によらず、年度所得を推計し減免を適用するケースもあり必ずしも公的な証明
に基づいているとは言えないと思われ、やはり、学生本人からの申請にすべて依拠することは適切ではないと考える。
例えば、後期の授業開始時に減免対象者から所得状況等に変化がない旨の報告書等を提出させるなどの手続きが必要で
はないだろうか。「減免する必要がなくなったと認められるとき」をどのように検討するのかの手続を明確にすること
が望まれる。

5 　人件費、給与制度及び人事評価について
5.1　概要
　京都府公立大学法人化後、教員、医療技術及び現業部門の人員については京都府から法人に転籍することとなったが、
事務及び技術部門の人員については、設置者である京都府の意向を法人の運営に反映させるという名目のもと、転籍で
はなく派遣（一般企業で言うところの出向形態）という形態をとっている。
　法人の給与水準、労働条件等については、法人化前の京都府の水準を保つとされており、公立大学法人教職員給与規
程は、京都府の給与規程と同じ内容で制定されている。
　中期目標及び中期計画に掲げている、人事及び人事評価に係る法人独自の制度は、いまだ制定されておらず、途上に
ある。事務職員の独自採用等、専門職の育成による事務部門及び附属病院の機能の強化も途上にある。

5.2　法人の人員の状況
5.2.1　京都府公立大学法人と京都府との関係
　法人本部及び各大学事務局職員の大部分は、法人化前と同様、京都府からの派遣という形態をとっており、その人数
は140名である。つまり、これらの職員は、法人職員の身分を持ちながら、京都府職員の身分も併有している。
　大学の教員、医療技術及び現業部門の人員は、京都府から京都府公立大学法人に身分が承継され、京都府から分離さ
れている。
　身分の継承がされた大学教員職や医療技術職については、毎年、増員も含めて必要数を法人独自でプロパー採用して
いるが、法人本部や各大学事務局の事務部門の職員については、京都府からの派遣職員が大部分を占めており、現時点
では病院部門における固有の事務職についてのみ法人独自でプロパー職員を採用しているにとどまっている。
　今後は事務部門におけるプロパー職員の採用を拡大すべく、プロパー職員に行わせる職域の拡大を検討することが課
題である。
　地方独立行政法人法（平成15年法律118号）第59号第２項の規定により、平成20年４月１日付けで京都府から京都府
公立大学法人に承継する職員の給与及びその他の勤務条件については、退職まで「京都府職員の例による」ことを、京
都府職員長と京都府職員労働組合委員長との間で確認書が交わされている。

5.2.2　教職員数
　平成23年６月30日現在の教職員数は、下記のとおりである。



112

京  都  府  公  報 号外　第17号　平成24年５月22日　火曜日　　　

【図表5.2-1】京都府公立大学法人の教職員数
　

　府立医科大学の事務・技術職員102名には、法人化後、プロパー職員として採用された10名が含まれている。職員定
数は基本的に法人に任されているが、運営費交付金の範囲内で人件費の支出が必要であるため、自ずと限界がある。ま
た、派遣職員は京都府の人事の中で派遣されるので、増減は京都府の了解が必要となる。

5.2.3　教職員数の構成と学生との割合
　⑴　府立大学
　　　府立大学の事務局長、事務局管理課、事務局企画課、学生部学務課の職員は、京都府からの派遣及び法人の承継
職員である。教員148人、職員68名、合計216名である。教員一人当たり学生数は、文学部14.2人、公共政策学部
17.4人、生命環境学部9.9人であり、比較的少人数であるといえる。

【図表5.2-2】教職員数（府立大学）
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【図表5.2-3】学生数（府立大学）
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　⑵　府立医科大学

【図表5.2-4】職員構成（府立医科大学）
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【図表5.2-5】学生数（府立医科大学）
　　

　　　府立医科大学は、教員数333人、事務86人、技術848人、技能19人、労務80人の合計1,366人であり、府立大学の
216人と比べれば大所帯といえる。このうち、医療に携わる医師（333人のうちの相当数）と看護師690人が人員の
大部分を占めている。

　　　大学院医学研究科（医学部医学科）299人と医学部看護学科34人の合計333人の教員に対しての学生数の割合が多
いかどうかは、臨床専門の教員もおり、単純には比較できない。他校との比較では、奈良医大、和歌山医大と同程
度の人員数である。

　　　府立医科大学においては、事務局長１人、管理課、経理課、施設課、研究支援課の各課の事務32人全員、施設課
の技術７人全員、学生部学生課の事務12人全員、教養教育事務室の事務２人全員、附属図書館の事務及び司書５人
全員、附属病院事務部の事務部長１人、病院管理課の事務19人のうち17人、医事収納課の事務14人のうち６人は京
都府からの派遣である。このように京都府からの派遣者は合計83人であり、事務等管理部門の大勢を占めている。

　　　事務等管理部門において、法人化後採用された職員は、附属病院事務部病院管理課で電子カルテ等の診療情報等
を担当する職員５名のうち２名、医事収納課では医療事務を担当する職員として、収入担当５人のうち３人、保険
担当６人のうち５人の合計10人である。
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5.2.4　法人化前と法人化後の教職員数の推移

【図表5.2-6】定数一覧
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　⑴　教員数の設定
　　　教員数については、法人設立時に京都府内部で調整して決定し、それを基礎に運営費交付金が算定されている。

以後については、増減は収入の範囲で法人の裁量であるが、現実的には、確保した財源の範囲で増員している。運
営費交付金などは定員数に基づいて決定される。なお、文部科学省の大学設置基準による必要教員人数を遵守する
必要があるので、これが大前提となることはいうまでもない。

　⑵　法人本部、府立医科大学の法人化前と法人化３年経過後の人数の増減内訳
　　　府立医科大学の教員は、医学研究科で法人化前（平成19年４月１日）の308人に比べ、法人化後（平成23年４月

１日現在）教授１人、准教授１人、講師１人、助教２人の合計５人が増加した。看護学科は34人から増減していな
い。事務部門は101人から99人と２人の減員、技術部門は800人から809人と９人増員、技能部門は、25人から20人
と５人減員、労務部門は94人から80人と14人減員である。全体としては、1,362人から1,355人と７人の減員である。

　⑶　府立大学の法人化前と法人化３年経過後の人数の増減内訳
　　　府立大学の教員数は、法人化直後に３名増員となっているが、これは公共政策学部への改編に伴うもので、22年
度までの間、臨時的に認められたものである。法人化後の３年で見れば、文学部が36人から35人と１人減員、公共
政策学部は21人から25人と４人増員、生命環境科学研究科は98人から95人と３人の減員であり、全体では155人と
増減はなかった。
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　　　事務部門は51人から45人へと大きく６人減員している。技術部門が６人から４人と２人減員、技能部門が２人か
ら１人と１人の減員、労務部門は22人から21人と１人減員となっており、全体で、81人から71人へと10人の減員と
なっている。従って、府立大学全体としては10人の減員である。

5.3　人件費の現状
5.3.1　決算書ベースの人件費の推移
　⑴　セグメント別人件費　（決算書類より作成）

【図表5.3-1】セグメント別人件費の推移
　　

　　　人件費の経常収益に占める割合は20年度52.7％、21年度53.5％、22年度53.1％と各年度53％前後であり、経費の
中では突出した割合を占めている。

　　　法人化後、３年間のセグメント別、職種別の人件費の推移は、【図表5.3-1】【図表5.3-2】の通りである。
　　　人件費は、合計では過去３年間で491,422千円増加しており、内訳で見れば、役員人件費が8,251千円、教員人件
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費が91,733千円、職員人件費が391,438千円となる。
　　　府立医科大学の585,526千円の減少は、附属病院の1,015,144千円の増加へシフトしていることによる。府立大学

は、教員人件費は107,096千円増加、逆に、職員人件費は、55,343千円減少している。さらに大学法人の担当者に
ヒアリングをおこなったところ、増加の主な原因として、国の制度改正による救急医勤務、分娩等に係る手当の創
設、急患増加等による医師の時間外勤務の増加、大学院生の診療に対する処遇改善のほか、共済費負担金の法定利
率のアップや、退職手当の増加があった一方、職員数の減少や人事委員会勧告による給与・賞与は減少していると
のことである。

　　　平成22年度の人件費の構成は、附属病院が全体の61.5％であり、府立医科大学の22.2％を合計すると83.7％を占
める。府立大学の15.8％に比べ府立医科大学の割合が大きい。職種別では、職員人件費が65.2％、教員人件費は
34.8％と職員人件費は教員人件費の２倍になる。これは、附属病院の職員人件費が55.9％に及ぶためである。

　　　職員数は全体としては、減少している。医大では、救急・災害医療システム学や総合医療・医学教育学の新設に
伴い、教員を増やしているほか、患者サービスの向上、病院評価の水準の維持・向上や診療報酬の増収を図るため、
技術職員を増やしている。一方で、法人化による管理部門の統合による事務職員の削減や現業業務の委託化等によ
る技能・労務職員の削減を行っている。

　　　人件費の予算は、教授、准教授、講師、助教など職位ごとに決まっているので、それに従い人数が定められるこ
とになる。

　　　また、人件費の多寡に関する要因として、法人化移行時に締結された労使協定がある。これは、法人職員を府の
職員と同等（それ以上）に取扱うという内容のもので、給与水準は「京都府に準ずる」ことになる。

　　　京都府からの運営費交付金の大半は、派遣職員、承継職員（教員等）の人件費に充当されているようにも考えら
れる。

　　　なお、人件費の他大学との比較は、法人としては行っていない。
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　⑵　職種別人件費

【図表5.3-2】職種別人件費
　　

　　　過去３年間で教員人件費は、常勤教員65,767千円、非常勤教員25,966千円増加している。職員人件費は、常勤職
員が242,533千円減少したのに対して、非常勤職員は、391,438千円増加している。




